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１．業績 

(1) 平成17年３月期第３四半期の業績（平成16年４月１日～平成16年12月31日） 

（百万円未満切捨） 

 
平成16年３月期 
第３四半期 
（前年同期） 

平成17年３月期 
第３四半期 
（当四半期） 

対前年 
増減率 

平成16年３月期 
通期 

 百万円 百万円 ％ 百万円 

売 上 高 ─ 1,615 ─ 1,563 

営 業 利 益 ─ 680 ─ 549 

経 常 利 益 ─ 662 ─ 549 

四半期(当期)純利益 ─ 390 ─ 319 

総 資 産 ─ 3,816 ─ 1,113 

株 主 資 本 ─ 3,228 ─ 624 

 

(2) 分野別売上高の状況 

（百万円未満切捨） 

平成16年３月期 
第３四半期 
（前年同期） 

平成17年３月期 
第３四半期 
（当四半期） 

平成16年３月期 
通期  

金額 構成比 金額 構成比

対前年 
増減率 

金額 構成比

 百万円 ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ 

医療関連会社マーケ
ティング支援分野 

─ ─ 1,326 82.1 ─ 1,325 84.8 

調査分野 ─ ─ 105 6.5 ─ 54 3.5 

会員向け分野 ─ ─ 184 11.4 ─ 183 11.7 

合計 ─ ─ 1,615 100.0 ─ 1,563 100.0 

(注) 当期より四半期業績状況の開示を行っているため、前年第３四半期の実績及び増減率は記載しており

ません。 
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２．業績の概況 

当第３四半期会計期間（平成16年４月１日～平成16年12月31日）は第３四半期業績状況作成の初

年度であるため、前年同期との対比は行っておりません。 

 

(1) 業績 

当社は、当第３四半期会計期間において、医療従事者会員の拡大及びサイト活性化、更なるサ

ービスの拡充を積極的に進めました。当第３四半期会計期間に会員制医療専門サイト「m3.com」

の総会員数20万人、医師会員数９万人を達成致しました。また、12月に医師専用のコミュニティ

サイト「m3.com Community」を新規開設した効果などもあり、当第３四半期会計期間の

「m3.com」サイトへのログイン数は530万回、直近３ヶ月だけで193万回を数えています。 

これら基盤の拡充の上に、顧客からの各サービスへの需要も順調に伸びており、各分野とも売

上を伸ばしています。分野別の経営成績の進捗は、以下のとおりです。 

 

①医療関連会社マーケティング支援分野 

医療関連会社マーケティング支援分野の売上高は、1,326百万円となりました。第１四半期

（平成16年４月１日～平成16年６月30日）に１社、直近３ヶ月に更に１社と、計２社が当第３

四半期会計期間に「MR君」サービスを新たに採用した結果、「MR君」サービスの顧客は16社に

なりました。また、既存顧客による「MR君」を通じたeディテール量も順調な伸びを示し、売上

の伸張に貢献しています。 

②調査分野 

調査分野の売上高は105百万円となりました。既存の調査サービスの販売が好調だった上に、

10月に新たに、医薬品処方への人的影響力の定量化を行う「処方ハブ マーケティングシステ

ム」の提供を開始し、売上を伸ばしています。 

③会員向け分野 

会員向け分野の売上高は184百万円となりました。中心となる医療従事者向け有料コンテンツ

サービスをはじめとして、堅調に推移しています。 

 

以上の結果、当第３四半期会計期間の売上高の合計は、1,615百万円となりました。 

 

当社のサービスは変動費比率の低いものが多く、これまで同様、当第３四半期会計期間におい

ても、売上高の伸びと比べて売上原価の伸びは低く抑えられました。また中間会計期間（平成16

年４月１日～平成16年９月30日）までに計上した上場費用の負担が第３四半期には無くなったた

め、当第３四半期会計期間を通じての収益性は改善されました。これにより、経常利益は662百万

円、第３四半期純利益は390百万円となりました。 
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３．当事業年度（平成16年４月１日～平成17年３月31日）の見通し 

当社の売上については、当第３四半期会計期間で既に、前事業年度の通期実績を上回りました。

平成17年３月末までの３ヶ月間も成長のスピードが鈍化する要因は今のところ見当たらず、各分野

での順調な上積みが見込まれます。 

医療関連会社マーケティング支援分野においては、「MR君」新規顧客１～２社へのサービス提供

の開始、売上計上を見込んでいます。これによる当事業年度での売上貢献は限られますが、他方で

既存顧客による利用増が当初の見通しを上回る伸びを示しており、収益性は更に改善する見込みで

す。 

調査分野も、リサーチ君の売上が好調であることに加え、新サービスの処方ハブマーケティング

システムへの関心も高く、順調な伸びが期待されます。 

また、費用については、新規サービスのためのプログラム開発投資等は予定しているものの、構

造的な変化は見込んでおりません。 

これらを踏まえ、当事業年度の通期での業績見通しを、従来の売上高2,172百万円、経常利益838

百万円、当期純利益492百万円から、売上高2,220百万円、経常利益904百万円、当期純利益533百万

円と上方修正致します。 

 

当事業年度（平成16年４月１日～平成17年３月31日）の業績予想の修正の詳細は以下の通りです。 

（単位 百万円） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前 回 発 表 予 想  （ Ａ ） 2,172 838 492 

今 回 修 正 予 想  （ Ｂ ） 2,220 904 533 

増 減 額     （ Ｂ － Ａ ） ＋48 ＋66 ＋40 

増 減 率     （ ％ ） ＋2.2％ ＋7.9％ ＋8.3％ 

(ご参考)  
前事業年度実績（平成16年３月期） 

1,563 549 319 

 

(注) 上記業績予想につきましては、本資料の作成日現在において入手可能な情報に基づいて算定しております。

今後の経済状況等の変化により、実際の業績は異なる結果となる可能性があります。 
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４．第３四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

  
当第３四半期 
会計期間末 

(平成16年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成16年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  3,235,322  639,551

２ 売掛金  249,750  222,272

３ たな卸資産  26,514  295

４ その他  151,822  77,629

流動資産合計  3,663,409 96.0  939,748 84.4

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 *１ 16,060  8,518

２ 無形固定資産  78,734  94,285

３ 投資その他の資産  58,237  71,324

固定資産合計  153,032 4.0  174,128 15.6

資産合計  3,816,442 100.0  1,113,876 100.0

   

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  39,026  34,480

２ 未払法人税等  174,591  191,692

３ ポイント引当金  108,979  43,000

４ その他の引当金  14,409  12,943

５ その他 *２ 250,795  206,780

流動負債合計  587,801 15.4  488,896 43.9

負債合計  587,801 15.4  488,896 43.9

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  1,092,500 28.6  200,000 17.9

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  1,320,900 ─ 

資本剰余金合計  1,320,900 34.6  ─ ─

Ⅲ 利益剰余金   

１ 任意積立金  167 208 

２ 四半期(当期)未処分利益  815,073 424,771 

利益剰余金合計  815,240 21.4  424,980 38.2

資本合計  3,228,640 84.6  624,980 56.1

負債及び資本合計  3,816,442 100.0  1,113,876 100.0
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(1) 四半期損益計算書 

  

当第３四半期 
会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  1,615,855 100.0  1,563,918 100.0

Ⅱ 売上原価  415,506 25.7  505,940 32.4

売上総利益  1,200,348 74.3  1,057,977 67.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費  519,999 32.2  508,332 32.5

営業利益  680,348 42.1  549,644 35.1

Ⅳ 営業外収益 *１ 2,232 0.1  939 0.1

Ⅴ 営業外費用 *２ 19,858 1.2  1,328 0.1

経常利益  662,722 41.0  549,255 35.1

税引前四半期(当期)純利益  662,722 41.0  549,255 35.1

法人税、住民税 
及び事業税 

 282,115 249,596 

法人税等調整額  △9,652 272,462 16.9 △19,868 229,727 14.7

四半期(当期)純利益  390,260 24.1  319,527 20.4

前期繰越利益  424,812  105,243

四半期(当期)未処分利益  815,073  424,771
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
当第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 有価証券 

  子会社株式 

   移動平均法による原価法により

評価しております。 

(1) 有価証券 

  子会社株式 

同左 

 (2) たな卸資産 

  仕掛品 

   個別法による原価法を採用して

おります。 

  貯蔵品 

   最終仕入原価法を採用しており

ます。 

(2) たな卸資産 

  仕掛品 

── 

 

  貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の

方法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおり

です。 

 建物         ３年 

 器具・備品    ２～６年 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

  営業権については５年で均等償却

しております。また自社利用ソフト

ウェアについては社内における利用

可能期間(５年)にもとづく定額法を

採用しております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

  なお、当第３四半期会計期間にお

いては計上額はありません。 

(1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

  なお、当事業年度においては計上

額はありません。 

 (2) 賞与引当金 

  従業員賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当第３四半期会計

期間対応分の金額を計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 

  従業員賞与の支給に備えるため、

次期支給見込額のうち当期対応分の

金額を計上しております。 

 (3) ポイント引当金 

  ポイント利用による費用負担に備

えるため、当第３四半期会計期間末

ポイント残高について過去のポイン

ト利用実績率及びポイント当たり費

用化率を勘案し、将来利用されると

見込まれるポイントに対する所要額

を計上しております。 

(3) ポイント引当金 

  ポイント利用による費用負担に備

えるため、期末ポイント残高につい

て過去のポイント利用実績率及びポ

イント当たり費用化率を勘案し、将

来利用されると見込まれるポイント

に対する所要額を計上しておりま

す。 

 (4) 売上割戻引当金 

  将来の売上割戻に備えるため、売

上割戻金見込額のうち当第３四半期

会計期間の負担に属する金額を計上

しております。 

(4) 売上割戻引当金 

── 
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項目 
当第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

４ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 

５ その他四半期財務諸表

(財務諸表)作成のため

の基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜き方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

会計処理の変更 

当第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

── 固定資産の減損に係る会計基準 

 「固定資産の減損に係る会計基準」(固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見書)及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第６号)が平成16年３月31日に終了する事業年度に

係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、

当年度から同会計基準及び同適用指針を適用しておりま

す。これによる当年度の損益に与える影響はありませ

ん。 

 

注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

当第３四半期会計期間末 
(平成16年12月31日) 

前事業年度末 
(平成16年３月31日) 

*1 有形固定資産の減価償却累計額   15,802千円 *1 有形固定資産の減価償却累計額   12,938千円 

*2 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、

金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。 

 

── 

 

(四半期損益計算書関係) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

*1 営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息           615千円 

*1 営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息            3千円 

*2 営業外費用のうち主要なもの 

    新株発行費        12,866千円 

    為替差損          6,604千円 

*2 営業外費用のうち主要なもの 

    固定資産除却損        579千円 

 3 減価償却実施額 

    有形固定資産        3,258千円 

    無形固定資産       31,580千円 

 3 減価償却実施額 

    有形固定資産        6,470千円 

    無形固定資産       63,112千円 
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(リース取引関係) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額および四半期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額および期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

四半期末
残高 
相当額 
(千円) 

器具・備品 25,749 15,854 9,894

ソフトウェア 16,642 14,215 2,427

合計 42,391 30,069 12,321

 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

器具・備品 91,738 66,033 25,704

ソフトウェア 16,642 11,094 5,547

合計 108,380 77,128 31,252

 
 (2) 未経過リース料四半期末残高相当額 

１年内 10,138千円

１年超 2,454千円

合計 12,592千円
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 22,080千円

１年超 9,782千円

合計 31,862千円
 

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息

相当額 

支払リース料 19,301千円

減価償却費相当額 18,659千円

支払利息相当額 324千円
 

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息

相当額 

支払リース料 38,167千円

減価償却費相当額 36,910千円

支払利息相当額 1,182千円
 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 (5) 利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

 (5) 利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 460千円

１年超 883千円

合計 1,344千円
 

２ オペレーティング・リース取引 

── 

３ 減損損失について 

  リース資産に配分された減損損失はありませんの

で、減損損失に係る記載は省略しております。 

３ 減損損失について 

同左 

 

(有価証券関係) 

当第３四半期会計期間末(平成16年12月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度末(平成16年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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(１株当たり情報) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１株当たり純資産額 75,435円53銭
 

１株当たり純資産額 156,245円01銭
 

１株当たり四半期純利益 9,497円93銭
 

１株当たり当期純利益 79,881円92銭
 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 9,394円14銭

 なお、当社は平成16年６月４日付で普通株式１株に
つき10株の株式分割を行っております。 
 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の
前事業年度における１株当たり情報については、以下
のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 15,624円50銭

１株当たり当期純利益 7,988円19銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ─
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載していません。

(注) １株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益の算定上の基礎 

項目 
当第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日)

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日)

１株当たり四半期(当期)純利益   

四半期(当期)純利益(千円) 390,260 319,527 

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─ 

普通株式に係る四半期(当期)純利益(千円) 390,260 319,527 

普通株式の期中平均株式数(株) 41,089 4,000 

   

潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益   

四半期(当期)純利益調整額(千円) ─ ─ 

普通株式増加数(株) 454 ─ 

 （うち新株予約権） (454) （─）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり四半期(当期)純利益の算定に含めなか
った潜在株式の概要 

平成16年７月31日開催の
臨時株主総会で承認さ
れ、同年11月２日付与さ
れた新株予約権１種類 
（新株予約権の数 66個）

─ 
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(重要な後発事象) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１ 平成16年５月17日開催の取締役会の決議に基づき、

次のように株式分割による新株式の発行を行っており

ます。 

 (1) 平成16年６月４日付をもって同日午後５時現在の

株主名簿に記載された株主の所有株式数を１株に

つき10株の割合をもって分割する。 

 (2) 分割により増加する株式数  普通株式36,000株 

 (3) 配当起算日         平成16年４月１日 

 

  当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合に

おける(１株当たり情報)の各数値は以下のとおりであ

ります。 

  第３期 

  (自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日) 

１株当たり純資産額 7,636円30銭

１株当たり当期純利益 3,418円21銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

─

  第４期 

  (自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日) 

１株当たり純資産額 15,624円50銭

１株当たり当期純利益 7,988円19銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

─

 

 該当事項はありません。 

 

２ 当社は、平成16年６月９日開催の第４回定時株主総

会及び同日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締

役及び当社子会社の取締役に対して、ストックオプシ

ョンとして、平成16年６月11日付で新株予約権を発行

しています。当該新株予約権の詳細は次のとおりで

す。 

新株予約権の数 1,600個 

新株予約権の目的
となる株式の種類 

普通株式 

新株予約権の目的
となる株式の数 

1,600株 

新株予約権の行使
時の払込金額 

213,400円 

新株予約権の行使
期間 

平成18年７月１日～ 
平成26年５月31日 

新株予約権の行使
により株式を発行
する場合の株式の
発行価格及び資本
組入額 

発行価格   213,400円 
資本組入額  106,700円 

新株予約権の行使
の条件 

①当社普通株式にかかる株
券が東京証券取引所に上
場され、またはいずれか
の証券取引所に上場され
ている場合(これらの場合
を「株式の公開」とい
う。)に限り、新株予約権
を行使することができる
ものとします。 
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当第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

  

新株予約権の行使
の条件 

②各新株予約権の一部行使は
できないものとします。 
③これらの詳細条件及びその
他の条件については、定時
株主総会決議及び取締役会
決議に基づき、当社と新株
予約権の割当を受けるもの
との間で締結する「新株予
約権割当契約書」に定める
ものとします。 

新株予約権の譲渡
に関する事項 

当社取締役会の承認を要する
ものとします。 

(注)新株予約権発行日後、当社が当社普通株式につき
株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式によ
り行使価額を調整し、調整により生じる１円未満
の端数は切り上げます。 

１ 調整後
行使価額

＝
調整前 
行使価額

× 
分割・併合の比率

  また、発行日後、当社が時価を下回る価額で当社
普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分
を行う場合（新株予約権の行使の場合を除く。）
は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ
り生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

新規発行 

(処分) 

株式数 

× 

 

１株 

当たり

払込金額
既発行

株式数
＋ 

新規発行(処分)前の時価

調整後

行使

価額

＝

調整前

行使

価額

×

既発行

株式数
＋ 

新規発行(処分)による 

増加株式数 

  

 ３ 当社は、平成16年７月31日開催の臨時株主総会にお

いて、当社の役員及び使用人並びに当社子会社の役員

及び使用人に対して、ストックオプションとして新株

予約権を発行することを決議しました。当該新株予約

権の詳細は次のとおりです。 

付与対象者の区分
及び人数 

当社の役員及び使用人、当社
子会社の役員及び使用人 

新株予約権の目的
となる株式の種類

普通株式 

株式の数 320株を上限とする 

新株予約権の行使
時の払込金額 

①当社が株式の公開(当社普通
株式にかかる株券が東京証
券取引所に上場され、また
はいずれかの証券取引所に
上場されている場合、これ
らの場合を「株式の公開」
という。)を行う前に新株予
約権を発行する場合、
213,400円とします。 
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当第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

  

新株予約権の行使
時の払込金額 

②当社が株式の公開を行った
後に新株予約権を発行する
場合、発行日の属する月の
前月の各日(取引が成立しな
い日を除く。)の東京証券取
引所における当社普通株式
の普通取引の終値(以下、
「終値」という。)の平均値
とし、１円未満の端数は切
り上げます。ただし、その
金額が発行日の終値(当該日
に取引が成立しない場合
は、それに先立つ直近日の
終値)を下回る場合は、当該
終値を行使価額とします。
(注) 

新株予約権の行使
期間 

平成18年８月１日～ 
平成26年５月31日 

新株予約権の行使
の条件 

①当社普通株式にかかる株券
が東京証券取引所に上場さ
れ、またはいずれかの証券
取引所に上場されている場
合(これらの場合を「株式の
公開」という。)に限り、新
株予約権を行使することが
できるものとします。 
②各新株予約権の一部行使は
できないものとします。 
③その他の権利行使の条件
は、当社取締役会において
決定するものとします。 

新株予約権の譲渡
に関する事項 

当社取締役会の承認を要する
ものとします。 

(注)新株予約権発行日後、当社が当社普通株式につき
株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式によ
り行使価額を調整し、調整により生じる１円未満
の端数は切り上げます。 

１ 調整後 
行使価額

＝
調整前 
行使価額

×
分割・併合の比率

  また、発行日後、当社が時価を下回る価額で当社
普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分
を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)
は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ
り生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

新規 

発行 

株式数 

× 

１株 

当たり

払込金額

既発

行株

式数

＋ 

時価 

 

調整後

行使

価額

＝

 

調整前

行使

価額

×

既発行株式数＋新規発行株式数 
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５．その他 

当第３四半期財務諸表のうち、第３四半期貸借対照表及び第３四半期損益計算書は、株式会社東

京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」の別添に

定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく会計監査人の手続きを実

施しております。 
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